
 

 

 

 
 

 

再チャレンジ会員制度 制定  

 

高分子学会では、結婚・育児などで退職・退会した元会員が会員に復帰し、仕

事を再開することを支援するために、再チャレンジ会員制度を制定します。同

時に、再チャレンジ会員は、高分子科学への関心を持ち続けているにもかかわ

らず、退職、失職、育児休業などに伴う経済的な事情により高分子学会の会員

であることを一時中断し、あるいは次年度の会員継続を中断せざるを得ない状

況に直面している方  (55 歳以下 )の支援も対象にします。3 年を限度に学生会

費相当額  (正会費の半額 ) の “再チャレンジ会員 ”での再入会あるいは会員継続

を支援し、研究者・技術者など高分子科学をベースとしての活躍を期待します。 

 

対象者： 正会員の方で、退職、失職、育児休業などに伴い会員継続を中断せざるを 

得ない方。(但し、本会が認めた場合) 

期 間： 通算 3 年を限度とする。 

会 費： 4,600 円/年 (正会費 9,200 円の半額・学生会費相当額) 

 

 

【お 問 合 せ】 

社団法人 高分子学会  会員課 

03-5540-3773  fax 03-5540-3737 

Mail:  memb@spsj.or.jp 


